
お知らせ 

 

 
 

～平成 21 年度太田川管内危険箇所合同巡視の実施～   

 

 

記者発表資料 
 

 

  

毎年、洪水時等に迅速、かつ、的確な水防活動を行うよう出水期前及び洪水経過後に

おいて水防管理者、水防団等と合同で河川における危険箇所の巡視を実施しています。

今年度は以下の通り実施します。（詳細は別紙のとおり） 

  

  実施出張所 実施予定日時 

 

己斐出張所 

５月２９日 (金)10:30～11:30 

６月１０日 (水) 9:00～11:30 

大芝出張所  ６月  ２日 (火)13:30～15:30 

 

可部出張所 

６月１０日 (水)10:00～11:00 

６月１０日 (水)13:30～15:30 

 

加計出張所 

６月１０日 (水)14:00～16:00 

６月１１日 (水)14:00～16:00 

 

平成２１年５月２５日 

 

同 時 資 料 提 供 先 

広 島 県 県 政 記 者 ク ラ ブ 

合 同 庁 舎 記 者 ク ラ ブ 

中 国 地 方 建 設 記 者 ク ラ ブ 

 

問 い 合 わ せ 先 

国土交通省 中国地方整備局 太田川河川事務所 

広島市中区八丁堀３－２０  TEL 082-222-9245 

副    所    長  佐藤 秀樹 （さとう ひでき） 

調査設計第一課長  岡本  弘基 （おかもと  ひろき） 

 


